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【
配
慮
書

】

【配慮書】

事業の位置・規
模等の検討段階
において、環境保
全のために配慮
すべき事項の検
討結果（複数案
検討が基本）をま
とめたもの。

配慮書（要約書）の作成

公告・縦覧（電子）
意見書

意見書の概要
事業者の見解

審査会

意見書

対象事業に係る計画策定

【
方
法
書

】

【方法書】

環境影響評価
（調査、予測、評
価）を行う方法を
まとめたもの。

方法書（要約書）の作成

公告・縦覧（電子）
説明会の開催

意見書
意見書の概要

審査会

意見書

調査･予測･評価の実施

【
準
備
書

】

【準備書】

環境影響評価の
結果及び保全対
策などをまとめた
もの。

準備書（要約書）の作成

公告・縦覧（電子）
説明会の開催

意見書
意見書の概要
事業者の見解

審査会

意見書

公告・縦覧（電子）

【
評
価
書

】

【評価書】

準備書に対する
意見を踏まえて、
必要に応じてそ
の内容を修正し
たもの。

評価書（要約書）の作成

(審査会)

意見書

評価書の補正

公告・縦覧（電子）

配慮要請

(審査会)

(環境保全措置要求)

許認可等

【
事
後
調
査

】

工事着手の届出

事後調査計画書

工事の着手
事後調査

工事完了の届出

事後調査報告書

事業者 知事 市町村長 県民等

確認

許認可権者等

資料２


